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第一 目的 

 

我が国では、国民皆保険制度のもと、誰もが安心して医療をうけることができる体制を実

現し、世界最長の平均寿命や、高い医療水準を達成してきました。しかしながら、高齢化の

急速な進展と生活習慣病の増加により、死亡原因の約6割を生活習慣病が占め、医療費にお

ける生活習慣病の割合も国民医療費の約 3分の 1を占めています。 

このような状況に対応するため、国民が健康と長寿を確保しつつ、医療費の適正化に資す

ることから、生活習慣病を中心とした疾病予防を重視することとし、高齢者の医療の確保に

関する法律（昭和57年法律第 80号）に基づいて、当共済組合においても 40歳以上75歳未

満の組合員及び被扶養者に対し、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査（特定健康診査）

及び健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導（特定保健指

導）を実施することとされました。 

本計画は、当共済組合の特定健康診査及び特定保健指導（以下「特定健康診査等」という。）

の実施方法に関する基本的な事項、特定健康診査等の実施並びにその成果に係る目標に関す

る基本的事項について定めることを目的としています。 

なお、本計画は、高齢者の医療の確保に関する法律第 19条により、平成 20 年度から 5年

を１期とし、平成30年度（第三期）以降は、医療費適正化計画が6年を１期とする見直しを

されたことを踏まえ、平成30年から令和5年までの6年間を第三期計画期間とし、以降6年

ごとに定めるものとします。 



第二 宮崎県市町村職員共済組合の現況 

 

当共済組合は、県内の市町村役場に勤務している地方公務員及びその被扶養者に対し、医

療、年金及び福祉の三事業を行っています。 

令和2年4月1日における所属所数は40。組合員（任意継続組合員を除く。以下同じ。）数

は10,925人、男性組合員の割合は66.9%、女性組合員の割合は33.1%で、平均年齢は男性41.5

歳、女性40.2歳です。被扶養者（任意継続組合員の被扶養者及び任意継続組合員を含む。以

下同じ。）数は11,367人です。 

特定健康診査について、組合員は、所属所の事業主健診または当共済組合の人間ドックに

より実施しています。任意継続組合員及び被扶養者は、当共済組合が発行する受診券により

受診する特定健康診査または当共済組合の人間ドックにより実施しています。 

特定保健指導については、各所属所に当共済組合が健診機関との契約により派遣している

保健師により行っているものと、集合契約及び個別契約により委託契約している健診機関に

おいて行っているものがあります。 

 



第三 達成目標 

 

１ 特定健康診査の実績に係る目標 

 

令和5年度における特定健康診査の実施率を 90％にします。 

なお、この目標を達成するために、平成 30年度以降の実施率（目標）は次のとおりです。 

 

                                   （％） 

 令和2年度 3年度 4年度 5年度 

組合員 96 96 96 96 

任継及び被扶養者 48 55 60 66 

合計 85 87 89 90 

  

   

２ 特定保健指導の実施に係る目標 

  

令和5年度における特定保健指導の実施率を 45％にします。 

なお、この目標を達成するために、令和2年度以降の実施率（目標）は次のとおりです。 

 

（％） 

 令和2年度 3年度 4年度 5年度 

実施率 45 45 45 45 

 

 

３ 特定健康診査等の実施の成果に係る目標 

 

令和5年度において、平成 20年度と比較した特定健診の結果に基づく特定保健指導の対

象者の減少率を 25％以上とします。 



第四 特定健康診査等の対象者数  （基本指針第三の二） 

 

令和2年度から令和 5年度までの、特定健康診査と特定保健指導の対象者数と受診者数につ

いて次のとおり推計します。 

 

１ 特定健康診査 

 

（１）対象者数                                （人） 

 2年度 3年度 4年度 5年度 

組合員 6,301 6,258 6,215 6,172 

任継及び被扶養者 1,773 1,687 1,605 1,528 

合計 8,074 7,945 7,820 7,700 

 

（２）受診者数                             （人） 

 2年度 3年度 4年度 5年度 

組合員 6,049 6,008 5,967 5,926 

任継及び被扶養者 851 928 963 1,009 

合計 6,900 6,936 6,930 6,935 

 

２ 特定保健指導 

                                                  （人） 

 2年度 3年度 4年度 5年度 

対象数 1,305 1,312 1,311 1,312 

終了者数 588 592 591 592 



第五 特定健康診査等の実施方法  （基本指針第三の三） 

 

１ 実施場所 

① 特定健康診査について 

被扶養者については、集合契約による契約を締結した健診機関及び個別契約による契 

約を行った健診機関とします。 

② 特定保健指導について 

保健指導については、集合契約による契約を締結した保健指導機関及び個別契約による 

契約を行った保健指導機関とします。 

 

２ 実施項目 

実施項目は、「標準的な健診・保健指導プログラム」第２編第２章に記載されている健診 

項目（検査項目及び質問項目）としますが、受付事務等の関係上、検査項目の追加も認める

ものとします。 

 

３ 実施時期 

特定健康診査については3月末日まで、特定保健指導については通年とします。 

 

４ 契約形態 

① 特定健康診査 

代表医療保険者を通じて健診委託契約を結び、代行機関として社会保険診療報酬支 

払基金を利用して決済を行い、全国での受診が可能となるよう措置します。個別契約   

については、直接決済を行うものとします。 

② 特定保健指導 

「標準的な健診・保健指導プログラム」第３編第６章の考え方に基づきアウトソーシ 

ングとします。 

 

５ 受診・利用方法 

特定健診等対象者に、受診券及び利用券を対象者の自宅に送付します。 

特定健診等対象者は、受診券又は利用券とともに組合員証等を健診機関・指導機関に提 

示し、特定健診等受けます。 

なお、受診する際の個人負担は無料とします。 

 

６ 周知や案内の方法 

当共済組合の広報誌・リーフレットを組合員に配布して周知を図ります。 

また、被扶養者に対しては、特定健康診査の実施にあたっては受診券を、特定保健指導対 



象者に対しては、利用券を配布することにより、案内を兼ねて周知を図ることとします。 

 

７ 事業主健診等の健診データの受領方法 

健診等データは、国の定める電子的な標準様式で受領するものとします。 

 

８ 特定保健指導の対象者の抽出（重点化）の方法 

「標準的な健診・保健指導プログラム」記載の選定方法に準じて、指導対象者を選定・階 

層化して抽出します。 

９ 実施に関する年間のスケジュールその他必要な事項 

通年実施し、年度後半は、来年度の契約準備などを行います。 

 

 

第六 個人情報の保護  （基本指針第三の四） 

 

１ 健診・保健指導データの保管方法や管理体制、保管等 

健診及び保健指導データを当共済組合の特定健診等システムに管理・保管します。 

 

２ 記録の管理に関するルール 

当共済組合は、宮崎県市町村職員共済組合個人情報保護に関する規程を遵守します。 

当共済組合及び委託された健診機関・保健指導機関は、業務によって知り得た情報を外部 

に漏らしません。 

当共済組合のデータ管理者は、宮崎県市町村職員共済組合事務局長とします。また、デー 

タの利用者は当共済組合の特定健康診査等事務に従事する職員に限ります。 

外部委託に際しては、個人情報の厳重な管理や目的外使用の禁止、データ利用の範囲・利 

用者等を契約書に明記するとともに、委託先の契約遵守状況を管理します。 

 

 

第七 特定健康診査等実施計画の公表及び周知  （基本指針第三の五） 

本計画の周知は、当共済組合広報誌及びホームページに掲載します。 

 

 

第八 特定健康診査等実施計画の評価及び見直し （基本指針第三の六） 

当計画については、毎年実施に基づき評価します。 

また、目標と大きくかけ離れた場合やその他必要がある場合には見直すこととします。 

 

 



第九 その他  （基本指針第三の七） 

（特定健康診査等の円滑な実施を確保するために保険者が必要と認める事項を記載しま

す。） 

所属所との連携強化 

特定保健指導委託機関については、平日夜間及び土日祝祭日の実施を行えるよう実施等の

工夫を求めるが、所属所と共済組合との間での協議・連携により、所属所の理解・協力を得

て、勤務時間内に特定保健指導のために一時的に離席することを認める等、所属所の可能な

範囲内で組合員等が利用しやすい環境整備に配慮していきます。 


